
関係各位

部　長　平野政弘　　　　

　[公印省略] 　　     

第４回茨城県居合道演武大会の開催について（通知）

標記大会を下記要項により実施いたしますので、会員の皆さまに周知していただき、取りまとめの上、お申込

み下さいますようご通知いたします。多くの皆様のご参加とご協力をお願いいたします。

記

1 目　　的 居合道の無段から五段の活性化を図ると共に会員相互の親睦を図る。

2 日　　時 令和８年２月８日（日）午前９時３０分開会 　（受付 ８時４５分〜９時１５分）

3 場　　所 水郷体育館 大体育館（土浦市大岩田1051　Tel.029-823-4811)

4 参加資格 本連盟の令和７年度会員並びに居合道部員とする。（無段の居合道部員は本連盟の会員とみなす）

5 方　　法

１） 全日本剣道連盟居合道試合・審判規則に準じて実施する。

２） この大会は選考委員による採点方式で行い、赤白の旗判定は行わない。

３） 服装は、六段以上は紋服、五段以下は稽古着（黒又は白で上下同色）とする。

所属支部のゼッケン着用のこと。

４） 座り技のできない者は、当日受付及び試合場主任に理由を届け出ること。

５） 演武の立ち合い並びに選考委員は、参加者のうち七段・八段の者とし参加申込みをもって委嘱とする。

６） 会場係員は、六段の者及び令和７年度茨城県強化選手とし開催日前に支部事務局を通じ委嘱する。

７） 段位は、申込み締切日の段位とする。

6 五段以下演武の優秀演武者選考について

１） 演武順

①１回目：一組2～３名で行い優秀演武者を1名（同点の場合は全員）選出する。

②２回目：優秀演武者２名～３名で行い、最優秀演武者を選出する。

２） 選考方法

①演武者の評価基準：全剣連「居合道称号・段級位審査規則」7頁「段位審査の方法」を、段位

　に照らし評価する。但し個人の点数は公表しない。

②選考委員：

　a 七段 ５名で行い、平均点７点の１０点満点とし、5名の合計点数が演武者の得点となる。

　b 演武者に同じ支部の者がいる場合は選考委員の交代を行なう。

３） 指定技

①初段以下の部：全剣連居合５本　１・２・３・４・６とする。(正座できない者は５～９本目)

②二段･三段の部：古流２本、全剣連居合８・９・１０本目の５本とする。

③四段･五段の部：古流３本、全剣連居合８・１１本目の５本とする。
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４） 礼法等

①正式礼法は、初段以下の部 第1組のみとする。以後の演武者は控えで相互の礼を行った後、

始めの礼を行ない帯刀し出場する。（計測しない）

7 五段以下演武の表彰

１） 各段の上位数名を優秀者として表彰し、メダルを授与する。

２） 優秀者の中から最優秀者を選抜して表彰し、盾を授与する。

最優秀者選抜で同点の場合は、指定技を変更し再演武を行う。

8 高段者演武及び茨城県代表選手演武

１） 立会は八段が行う。

２） 全日本大会及び関東甲信越大会茨城県代表選手演武：古流３本、全剣連居合８・１１本目の５本とする。

３） 個人演武：六段から七段の順で古流３本、全剣連居合８・１１本目の５本とする。

４） 模範演武：教士八段から範士八段 の順で自由技５本とする。

9 参 加 料　（茨剣連会員登録・居合道部会費の未納者は、申込み書を確認すること。）

五段以上２，０００円、四段以下１,０００円とする。ただし、居合道八段以上の者は不要とする。

10 昼　食 ： 各自で用意すること。

11 申し込み方法

１） 支部ごとに取りまとめの上、所定の申込書により、電子メール又はファックス及び郵送にて申し込む

こと。

２） 申 込 先　　茨城県剣道連盟居合道部　幹事長 　塚本哲也 

　　 〒３０６－００４２　古河市三和１４７－３　　「ＴＥＬ：０８０-９８２４-４４５８」〒300-0052土浦市東真鍋町10-22　　　Ｅﾒｰﾙ：info@ibaraki iai.com　　　ＦＡＸ：03‐6893‐6792　

　　 Ｆ Ａ Ｘ：０３－６８９３－６７９２　　　Ｅメール：info@ibaraki-iai.com　携帯電話： 090-8115-8931 （塚本）

12 申込み締め切り：令和８年１月 ７日（水）

13 手当について
１） 選考委員には、選考委員手当を支給する。
２） 会場係員には、係員手当を支給する。

14 参加料等の払い込みについて
・以下のゆうちょ銀行口座に振り込むこと。
　　　　　記号１０６１０　番号９８００６７１
        　口座名義　茨城県剣道連盟居合道部

15 居合道の普及発展のため、ホームページ及び広報に必要な情報を提供することがある。

16 感染症防止の添付「安全の遵守事項」の周知を徹底すること。

以上
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